
大田区地域福祉活動計画 

推 進 委 員 会 
（令和７年度 第１回） 

 
  ○日 時：令和７年５月 26日（月) 

10時 00分～11時 10分 

○会 場：大田区社会福祉協議会  

４階会議室 

 

１．はじめに（進行：事務局） 

 

２．委員長挨拶 

 

３．新任委員の紹介                  資料１ 

 

 

４．報告事項 

（１）令和６年度大田区地域福祉コーディネーター活動報告書の 

完成について  

 

 

５．審議事項（進行：委員長） 

 

（１）第７次大田区地域福祉活動計画 令和６年度評価について 資料２ 

参考 

 

（２）第７次大田区地域福祉活動計画の進行管理について    資料３ 

 

 

６. 連絡事項その他 

（１）住民懇談会の開催について  

 

（２）地域協議会について（11：20～） 

 

（３）次回開催予定：令和７年 11月頃 

 



令和７年5月１日現在　敬称略

氏　　名 選出母体・役職等

委員 黒　岩　亮　子 学識経験者（日本女子大学　教授）

委員 吉　野　鷹　夫 大田区自治会連合会

委員 樋　口　幸　雄 大田区自治会連合会

委員 常　安　雅　彦 大田区民生委員児童委員協議会会長

委員 宮　澤　　　勇 NPO法人大身連理事長

委員 川　﨑　洋　子 大田区精神障害者家族連絡会会長

委員 橋　本　朋　子 大田区肢体不自由児（者）父母の会会長

委員 宮　田　千寿子 大田区重症心身障害児（者）を守る会会長

委員 閑　製　久美子 大田区手をつなぐ育成会会長

委員 沼　本　光　史 大田区シニアクラブ連合会

委員 村　山　美智恵 大田区食事サービス連絡会会長

委員 中　野　真　弓
NPO法人おおた市民活動推進機構代表理
事

委員 齋　藤　弘　美 社会福祉法人大洋社常務理事

委員 佐　藤　正　浩
大田区生活再建・就労サポートセンター
ＪＯＢＯＴＡ所長

委員 浜　　　洋　　子 NPO法人大田区介護支援専門員連絡会

委員 西　嶋　美　波
東京都社会福祉協議会
地域福祉部地域担当

委員 山　浦　賢　一 大田区福祉部

大田区地域福祉活動計画推進委員会　委員名簿

資料１
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第７次大田区地域福祉活動計画 令和６年度評価（案） 

 

基本目標 
５年後の地域の姿 
【アウトカム指標】 

取組 

共通アンケ
ートで「5 年
後の地域の
姿」が現状で
きていると
答えた人の

割合 
 

評価指標による評価 
【アウトカム指標の活動指標】 

住民懇談会で出た意見や大田区 
社協の取組の進捗状況を踏まえた 

基本目標ごとの総合評価 

関係する大田区 
地域福祉計画の指標 

1 

顔が見える関係を 

大切にするまち 

（つながりづくり） 

1 

ちょっとした声かけな

ど、気軽に「つながり」

をつくっている。 

1 

日常的にゆるやかにつな

がり、災害時などに助けあ

える関係性をつくろう。 

36.8％ 

① 災害ボランティア関連 

イベントの参加者数 

 

・災害ボランティア育成講座 

34 人 

（前年度 27 人） 

・災害ボランティアバンク登
録者交流会 

26 人 

（前年度 35 人） 

住民懇談会では、身近なとこ

ろからできる「あいさつ・声掛け」

の意見が最も多くありましたが、

「つながりづくり」に関する意見

としては、特定の対象、機会、テ

ーマによる「つながりづくり」の

ニーズがあることや、つながりを

作りづらい住民やコミュニティと

の関係構築に課題があること、

地域の情報が十分に伝わってい

ない状況がある、などがありまし

た。 

 

災害ボランティア関連のイベン

トでは、地域の中で災害時に助

けあえるような顔の見える関係

性の大切さを伝えることができ

ていますが、参加者数が増える

となおその効果は顕著になると

見込まれます。 

 

つながりづくりの一環として

の情報発信では、大田区社協の

ホームページアクセス数とＸフォ

ロワー数ともに上昇傾向にあり、

地域情報などの発信をきっかけ

に、更なるつながりが生まれるこ

とが期待されます。 

 

  たすけあいプラットフォームや

住民懇談会のような住民同士が

語り合う場の必要性についての

意見は多くありますが、住民懇談

会は参加者数が減少傾向にあ

り、更なる取組が必要です。 

 

・災害時に、できる範

囲で地域のために活

動ができる人の割合 

（基本目標３） 
② 大田区社協のホームペ

ージアクセス数、Ｘ(旧
Twitter) フ ォ ロ ワ ー
数 

 

・ホームページアクセス数 

145,490 件 

（前年度 140,194 件） 

・Ｘフォロワー数 

1,825 件 

（前年度 1,477 件） 

2 

地域で起きていること 

について、住民同士が 

一緒に考えている。 

2 

同じ地域で暮らす人々や、

活動を行う団体、企業がつ

ながりあえる場をつくり、

地域の中での困りごとを

受けとめよう。 

20％ 

① たすけあいプラットフ
ォームの数、開催回数 

 

①蒲田西 3 回 

（前年度  1 回） 

②矢口 ３回 

（前年度  ４回） 

③池上徳持南 3 回 

・多様な主体の連携・

協働が住みやすい地

域づくりにつながっ

ていると実感してい

る人の割合（基本目

標２） ② 住民懇談会の参加者数 

 

1 回開催 61 人 

（前年度 2 回開催  

169 人） 

資料２ 
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基本目標 
５年後の地域の姿 
【アウトカム指標】 

取組 

共通アンケ
ートで「5 年
後の地域の
姿」が現状で
きていると
答えた人の

割合 
 

評価指標による評価 
【アウトカム指標の活動指標】 

住民懇談会で出た意見や大田区 
社協の取組の進捗状況を踏まえた 

基本目標ごとの総合評価 

関係する大田区 
地域福祉計画の指標 

2 

自分の居場所や 

役割があるまち 

（居場所づくり） 

3 

地域の中で生きがいを 

持って、生活をすること

ができる。 

3 

地域の活動などに参加し

たり、役割の担い手になっ

たりすることで、いきいき

と過ごせるようにしよう。 

34.2％ 

① 絆サポーターの登録者
数 

 

 415 人 

（前年度 370 人） 

住民懇談会では、「男性の居場

所」についての意見が最も多く、

誰でも集まれる「集いの場」のニ

ーズも多く見受けられました。 

 

一方で地域の居場所について

の情報が不足していることも多

く挙げられており、経営計画の事

業戦略１でも掲げている「社会資

源リストやマップの作成」が必要

であることがあらためて浮き彫

りとなりました。 

 

合わせて居場所づくりにあた

っての場の確保や資金面につい

ても課題があり、特に場の確保

については社会福祉法人をはじ

めとした地域の様々な団体の協

力が不可欠であると考えられま

す。 

 

こども食堂が地域で果たす居

場所としての役割は大きく、大田

区社協としても支援を継続する

ことが必要です。 

 

また、大田区社協の取組とし

て、役割の担い手としての絆サ

ポーターの登録者数や、大田区

いきいきしごとステーションでの

多様な働き方に対する相談対応

数は増加傾向にあり、「その人だ

からこそできること」を支援し、

やりがいや生きがいをもって生

活できる方を今後も増やす取組

の継続が必要です。 

 

・現在住んでいるまち

で何らかの地域活動

に参加したいと思う

人の割合（基本目標

２） 

② 「大田区いきいきしご
とステーション」におけ
る就労等のマッチング
件数 

 

・新規求職者数：728 人 

（前年度  722 人） 

・就職者数：99 人 

（前年度 130 人） 

・多様な働き方に対する相
談：543 人 

（前年度 489 人） 

4 

地域で居場所づくりを

する人や機会が数多く

いる（ある）。 

4 

居場所を提供する団体な

どを支援し、人が集う機会

や役割を増やそう。 

33.9％ 

① 居場所づくりの相談件

数と地域の居場所の数 

 

相談件数：38 件 

居場所立ち上げ件数：18 件 

居場所の数：101 

（前年度：88） 

（つどいの場助成団体数） 

・孤立感や孤独感がな

いと答えた方の割合 

（基本目標１） 

・自宅以外で居心地の

よい場所を持てる人

の割合（基本目標１） 

② 活動場所の貸出を行う
団体等の件数 

（「つどいの場」運営支援事

業と地域福祉活動団体
支援事業の助成を受け
ている団体資料から抽
出） 

 

・自治会・町会 18 件 

（前年度 17 件） 

・社会福祉法人 ２件 

（前年度  1 件） 

・教会 2 件 

（前年度  2 件） 

・企業 1 件 

（前年度  0 件） 
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基本目標 
５年後の地域の姿 
【アウトカム指標】 

取組 

共通アンケ
ートで「5 年
後の地域の
姿」が現状で
きていると
答えた人の

割合 
 

評価指標による評価 
【アウトカム指標の活動指標】 

住民懇談会で出た意見や大田区 
社協の取組の進捗状況を踏まえた 

基本目標ごとの総合評価 

関係する大田区 
地域福祉計画の指標 

3 

身近なところで 

ささえあうまち 

（支えあい） 

5 

ひとりで悩まずに、 

相談することができる 

場所（人）がある（いる） 

ことを知っている。 

5 

地域の中には気軽に相談

できる場所（人）がある（い

る）ことを知り、ひとりで悩

んでいる人がいたらそのこ

とを伝えよう。 

42.3％ 

① 地域福祉コーディネー
ターへの相談件数、 
専門機関につないだ件
数 

 

個別支援相談者数：321 人 

（前年度 134 件） 

専門機関につないだ件数：
202 件 

（前年度 189 件） 

共通アンケートにおいて、「5 年

後の地域の姿」が現状できている

と答えた人の割合が最も高かった

のが「ひとりで悩まずに、相談する

ことができる場所（人）がある（い

る）ことを知っている。」であり、そ

れを裏付けるように、地域福祉コ

ーディネーターへの相談者数や民

生委員・児童委員への相談件数は

増加傾向にあります。 

 

また、生活福祉資金事業や受験

生チャレンジ支援貸付事業の相談

をきっかけに社協内他部署や民

生委員児童委員、関係機関との連

携により相談支援に取り組んだケ

ースも見受けられました。 

 

その一方で住民懇談会では地

域の中での支えあい活動を行う

団体の人材・担い手不足について

の意見が多くあり、地域活動団体

の相談や支援について、団体相互

の情報共有を深める取組の必要

性が感じられました。 

 

企業の社内フードドライブなど

による食料寄附は、ＣＳＲの一環と

して定着してきているとともに、

食料は昨今の物価高やコメ不足

の影響から必要とする人が多いこ

とから、「身近な人の困りごとに心

を寄せつつ互いに支え合ってい

る」という目指す姿に近づいてい

ることを実感できました。今後は

食料寄附に限らず、地域の中の困

りごとと企業が得意とすることを

繋ぎ合わせて解決に導くようなコ

ーディネートも必要であると考え

られます。 

・困りごとを抱えた

際に誰にも相談で

きない人の割合（基

本目標３） ② 民生委員・児童委員へ
の相談件数 

 

相談件数 5,343 件 

（前年度 5,227 件）  

関係機関への連絡調整回数  

27,726 回 

（前年度 28,133 回） 

6 

身近な人の困りごとに 

心を寄せつつ互いに 

支えあっている。 

6 

ボランティア活動や企業な

どの地域貢献活動を通じ

て、地域の中の困りごとを

受けとめ、みんなで支えあ

おう。 

29.7％ 

① ボランティア登録者数 

 

個人：139 人 

（前年度 104 人） 

団体：144 団体 

（前年度 128 団体） 

・現在住んでいるま

ちで何らかの地域

活動に参加したい

と思う人の割合（基

本目標２） 
② 地域貢献活動・CSR 活

動の相談・支援件数 

 

企業等による食料等寄附 

40 件 

（前年度 38 件） 

企業等からの相談件数： 

12 件 

（前年度 15 件） 
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基本目標 
５年後の地域の姿 
【アウトカム指標】 

取組 

共通アンケ
ートで「5 年
後の地域の
姿」が現状で
きていると
答えた人の

割合 
 

評価指標による評価 
【アウトカム指標の活動指標】 

住民懇談会で出た意見や大田区 
社協の取組の進捗状況を踏まえた 

基本目標ごとの総合評価 

関係する大田区 
地域福祉計画の指標 

4 

お互いを認めあい 

誰もが自分らしく 

暮らせるまち 

（自分らしく生きる） 

7 
一人ひとりの生き方を

理解しあっている。 
7 

地域で暮らすさまざまな

人たちへの理解を深める

ために福祉学習に参加し

よう。 

25.2％ 

① 夏！体験ボランティア
の参加者数 

 

参加者数：163 人 

（前年度 141 人） 

 住民懇談会や共通アンケートで

は、誰もが自分らしく暮らせるよ

うにするためには、という意図が

伝わりづらかったようで、問いか

けの仕方に課題を残しました。 

 

夏！体験ボランティアや、学校

での福祉体験学習が今後ますま

す地域に浸透し、誰もが自分らし

く生きられ、互いを理解しあうき

っかけとなっていくよう取り組む

ことが今後も必要です。 

 

また、誰もが自分らしく生きら

れるようにするための取組として

権利擁護支援も着実に進んでい

ます。成年後見制度や地域福祉権

利擁護事業の周知啓発をはじめ、

老いじたくや親なきあと講演会、

地域連携ネットワークづくり等を

通じて、目指す 5 年後の地域の姿

に近づく取組を更に進める必要

があります。 

・さまざまな特徴や

個性を持つ人たち

に対し、思いやりや

優しさを持って接

することができる

人の割合（基本目標

１） 

② 福祉教育の支援件数と
参加者数 

 

支援件数：7 件 

（前年度 6 件） 

参加者数：597 人 

（前年度 721 人） 

8 

判断能力の低下などに

関わらず、すべての人

が地域の中で自分らし

く生きている。 

8 

障害や認知症などの有無

にかかわらず、誰もが自分

らしく生きられるよう、権

利擁護の推進をはじめと

した支援について理解しよ

う。 

21％ 

① 成年後見制度等の区民
向け講座の参加者数 

 

親族向け成年後見講座： 

48 人 

（前年度 41 人） 

親なきあと講演会：58 人 

（前年度 26 人） 

老いじたくセミナー： 

206 人 

（前年度 189 人） 

・成年後見制度の 

利用者数 

・成年後見制度の 

認知度 

（成年後見制度利用 

 促進基本計画） ② 出前講座等による成年
後見制度や老いじたく
等の研修会への協力件
数と参加者数 

 

協力件数：19 件 

（前年度 19 件） 

参加者数：453 人 

（前年度 280 人） 

 



 

 

 



1 

 

第７次大田区地域福祉活動計画 進捗状況管理表  基本理念：みんなでつくる 共につながりあう まち                         

基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

1 

顔が見える関係性

を大切にするまち 

 

 

ち ょ っ と し た

声かけな ど、

気 軽 に 「 つ な

がり」を作って

いる 

取組１：日常的にゆる

やかにつながり、災害

時などに助けあえる

関係性をつくろう。 

・住民がイベント情報

や地域の取組を共有

できるよう地域の情

報をシェアしやすい

オンラインプラットフ

ォ ー ム を 構 築 し ま

す。 

 

・写真や投稿を通じ

て、コミュニケーショ

ンの輪を広げます。 

 

・自治会・町会、民生

委員児童委員と住

民、地域活動団体、

社会福祉法人、企業

がつながることの大

切さをあらためて再

認識し、住民相互の

活動への参加や協力

を積極的に行えるよ

う、情報提供や集う

場の設定を支援しま

す。 

・地域福祉コーディ

ネーターが積極的に

地域に出向き、望ま

ない孤独・孤立を抱

えている人が地域と

つながれるよう支援

します。 

 

・身近な場所で開催

する災害ボランティ

アに関する講座など

を通じて、日頃から

地域の中でつながり

を持っていることが

災害時のささえあい

の基礎となることを

お伝えし、講座に参

加された人同士がつ

ながりを持つ機会と

なるよう事業展開し

ます。 

【地域共生担当】 

令和６年度上半期(9 月末)の個別支援ケース

196 件に対して地域資源につなげているケー

スが 32 件(16%)となっています。重層的支

援会議を実施したケースにおいて専門職の支

援の調整だけではなく、地域の資源を活用して

本人の孤独・孤立の解消向けて支援を行いま

した。 

 

【ボランティア担当】 

・災害ボランティア事業 

普及啓発事業（10/6 嶺町小学校防災拠点訓

練への参加。参加者数約 70 名）及び育成講座

（8/29災害ボランティア体験「もし大田区で被

災したら－被災者から支援者へ－」参加者数

18 名、11/16「災害ボランティアバンク登録者

交流会」参加者数 17 名）を通して、子どもから

大人まで、地域の中で災害時に助け合えるよう

な顔の見える関係になることの大切さを伝え

ました。 

令和７年度も、大田区及び関係団体と協働した

普及啓発事業及び育成講座を通して、日頃か

らの地域の中でのつながりが災害時の支え合

いの基礎となることを伝えていきます。 

 

・ご近所さん事業 

利用者数は、令和５年度と比較して５割減少し

ています。令和６年６月から始まった区のファ

ミリーアテンダント事業が影響していると思わ

れます。利用者数：21 名、サポーター数：３８名

（令和６年１１月３０日時点） 

令和６年度に対象地区の拡大（１カ所）を検討し

ましたが、利用予定者が少数と見込まれるなど

の要因があっため、拡大を見合わせました。 

この事業は、ご近所さんサポーター（地域のボ

ランティア）と子育て世帯が、利用中だけでは

なく、利用終了後も地域であいさつを交わす

などのゆるい関係を構築しています。また、フ

ァミリーアテンダント事業を利用できない第２

子を出産されたお母さん宅への訪問などのニ

ーズがあるため、継続して実施してく予定で

す。 

令和７年度は、利用者へのヒアリングを実施

し、ニーズ把握と課題整理を行い、対象地区の

【地域共生担当】 

望まない孤立・孤独を抱えている人が地域とつ

ながれる支援体制の構築のため、重層的支援

体制整備事業における参加支援事業について

令和７年度は定期的に行政との定例会を実施

し、各ケースについて共有しながら参加支援プ

ランの作成を進めることで、地域資源と本人と

を効果的につなぎ、孤独・孤立の解消を図って

いきます。 

【ボランティア担当】 

・災害ボランティア事業 

７月に初心者講座、秋にリーダー育成講座、年

明けに災害ボランティアセンター設置・運営訓

練の実施を予定しています。初心者講座は参

加者にいきなり災害ボランティアについて知っ

てもらうよりも、実際に起きうる災害や減災な

ど身近な課題から学んでもらう方向で検討し

ています。リーダー育成は実際に使用可能な防

災器具等を使用した訓練を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

・ご近所さん事業 

「ご近所さんサポーター」が概ね１歳の誕生月

までに毎月子育て世帯を訪問し、ちょっとした

声かけや地域の情報提供をします。それによ

り、利用者の子育てへの不安を和らげ、地域と

のつながりづくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料3 
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基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

拡大に向け再度検討を行います。 

 

・れいんぼう事業 

大森、久が原の各地区ごとに、毎月「学習、食

育、健康・園芸」プログラムを実施。２月には漢

字検定に挑戦し、１年間の学習の成果を発揮す

る機会となりました。体験プログラム「子ども

民生委員活動」では、6 月委嘱式、10 月いつつ

のわふれあいまつり参加、12 月街頭募金活動

を通して、大森東地区民児協にご協力いただ

きながら、福祉人材を育成する機会となりまし

た。 

令和７年度は、コロナで中断していた一般募集

を行い、地域からの参加者を増やします。広報

にあたっては、法人協、民児協、専門機関など

とつながりながら実施していきます。 

 

 

 

・れいんぼう事業 

コロナ禍で中断していた一般公募を再開し、昨

年同様、学習・食育・健康・園芸のプログラムを

毎月実施します。子ども民生委員として地域の

お祭りへの参加や街頭募金活動などを行いま

す。 

また、法人協のれいんぼう事業としての位置付

けを明確にするため関連法人の事業参加を促

していきます。 

地域で起きて

いることにつ

いて、住民同

士が一緒に考

えている 

取組 2：同じ地域で暮

らす人々や、活動を行

う団体、企業がつなが

りあえる場をつくり、

地域の中での困りご

とを受けとめよう。 

・地域で暮らす人や

活動する人などが集

う場を設け、地域の

課題や困りごとなど

を受けとめ解決に向

けた動きを共に考え

る機会とします。 

 

・オンラインも含めた

気軽に話せる場づく

りを検討し、多様な

形での交流を実施し

ます。 

 

・住民懇談会で本計

画の進捗状況につい

て意見交換し、今後

の取組につなげてい

きます。 

・プラットフォームか

ら生まれた新たな地

域の取組を支援し、

地域づくりにつなげ

ます。 

 

・地域の中のさまざ

まな活動団体などの

情報を整理し、その

情報を必要とする人

に届くよう提供する

しくみを整えます。 

【計画・組織基盤・人材育成担当】 

・住民懇談会 

予定どおり実施し、４会場合計で６１名の参

加がありました。広報等に力をいれましたが、

参加者は減少傾向にあり、開催日を平日だけ

でなく休日も実施したり、こちらから会合に出

向いて出張開催をしたりするなどして、令和７

年度はより多くの方からのご意見を伺える体

制づくりを検討します。 

 

【地域共生担当】 

今年度新規に１か所のプラットフォームを立ち

上げ(池上徳持南地区)４か所となりました。 

実施結果等を社協ＨＰに計１８回、SNS には随

時発信しました。今後も地域ごとに地域課題に

ついて話し合いを重ねながら地域の課題・状況

に合わせて「外国籍住民の課題」「障害当事者

の居場所」「小地域ごとの居場所」「子ども

SOS の家の普及啓発」等の活動を行っていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【庶務・計画担当】 

・住民懇談会 

 昨年度に引き続き、7 月末に住民懇談会を開

催します。区報に記事を掲載し、開催日も日曜

日を加えるなどして、参加者増を目指します。

また、オンライン開催や会合に伺って意見聴取

する機会づくりについても検討します。 

 

 

 

【地域共生担当】 

現在、４か所実施しているプラットフォームに

ついて、各地域の課題や状況に応じて複数回

実施していきます。実施結果については、SNS

やＨＰ等を通じて発信していきます。 

また、今年度１か所のプラットフォームの新規

立ち上げを目指し、立ち上げ以前の地域との

信頼関係の構築や地域課題の把握に努めま

す。 

 

 

 

 



3 

 

基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

2 

自分の居場所や役

割があるまち 

 

地域の中で生

きがいを持っ

て 、 生 活 す る

こ と が で き

る。 

取組 3：地域の活動な

どに参加したり、役割

の担い手になったり

することで、いきいき

と過ごせるようにしよ

う。 

・さまざまなボラン

ティア活動や地域活

動などへの参加のき

っかけを作り、地域

の中での新たな活躍

の場を広げます。 

 

・大田区社会福祉法

人協議会（おおた福

祉ネット）として「ふ

くしのしごと市」を開

催し、福祉専門職や

資格がなくても働け

る職も含め、担い手

づくりを進めます。 

・地域で活動する団

体の担い手不足と地

域で活動してみたい

と考える人の情報を

つなぎ、つながりと

交流の場を広げま

す。 

 

・高齢者や産前産後

の人、障害のある人

への家事支援を行う

「絆サポート」や、見

守りが必要なご家庭

への定期的な訪問活

動「ほほえみごはん

事業」「ご近所さん事

業」、一人暮らし高齢

者の安否確認を兼

ねた訪問活動「ほほ

えみ訪問事業」など

を、住民のささえあ

い活動により展開す

ることで、幅広い年

代の人が性別や経

歴を問わず活躍でき

る よ う 取 り 組 み ま

す。 

 

・特技を披露したり、

使用済み切手を整理

したりするなど、ボ

ランティア活動にも

さまざまな形があ

り、それぞれにあっ

た活動の紹介をする

ことで、支援を受け

ている人も支援する

側にまわることがで

き、それがやりがい

や生きがいづくりに

もつながるようコー

ディネートします。 

 

・いくつになっても

自分らしく役割を持

って生活したい人の

【ボランティア担当】 

・絆サポート事業 

令和６年 12 月現在 

新規絆サポーター登録 45 人 

絆サポーター出張登録説明会 4 回開催 新

規絆サポーター登録 6 人（合計 51 人） 

Bカフェ（絆サポーター研修会）３回開催 41

名参加 

令和７年度から絆サポート産前産後サービス

の利用期間を拡大（産前 8 週・産後 12 週→産

前 16 週・産後 24 週）します。 

着実な絆サポーター（担い手）の増強と、それ

に伴うサービスの充実に取り組んでいます。 

今後も絆サポートを通して、地域の中で役割

を持つことのできる活動の拡大に取り組みま

す。 

 

・ほほえみ訪問 

地域のサポーターが、利用者に地域情報のパ

ンフレット等を届けることで、コミュニケーショ

ンを充実させ、利用者が困りごとをサポーター

に相談することが増えました。利用者の状況に

よっては、関係機関につなぎ、連携して利用者

の生活を支えました。 

令和７年度も関係機関と連携し、幅広い年代の

人が性別や経歴を問わず多くの方がサポータ

ーとして活躍できるよう取り組みます。 

 

・ほほえみごはん 

子育て中の 106 世帯に 72 名の活動者が関

わり食を通じた支えあい活動を展開していま

す。活動終了後は利用世帯と活動者それぞれ

にアンケートで状況を調査し、利用者の声を活

動者にお届けしています。年2回の連絡会と年

1 回の研修を通じて活動に関するスキルアップ

を図るとともに活動者の声を聞き、交流を深

める機会をつくっています。 

令和７年度は様々な関係者とも連携を深め、さ

さえあい活動の質を高めていきます。 

 

【就労センター】 

就労や社会参加活動等に関する支援を行いま

した。 

・就労等窓口相談及び職業紹介（通年） 

1 月末現在/求職者数 1，356 件、紹介件数延

270 件 

【ボランティア担当】 

・絆サポート事業 

子育て世帯が地域とつながる機会を増やすた

め、絆サポート産前産後サービスの利用期間を

拡大（産前 8 週・産後 12 週→産前 16 週・産

後 24 週）します。 

より多くの地域住民が、絆サポートを通して、

地域の中で役割を持つことのできる活動に参

加できるよう、絆サポーター出張登録説明会の

機会を増やし参加の拡大に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

・ほほえみ訪問 

研修会や連絡会を年２回開催し、活動のフォロ

ーを行います。訪問時の対応方法、傾聴の方法

などを学び、サポーターのスキルアップを図り

ます。また、サポーターが活動で感じている疑

問や悩みを把握し、解決することで、継続した

活動が行えるよう支援します。 

 

 

 

 

・ほほえみごはん 

活動者が安心して活動を継続できるよう、連絡

会や研修会の内容を充実させ、子育て世帯へ

のサポート力を高めていきます。また、活動者

がモチベーションを維持向上できる様、関係機

関と活動者が交流できる機会を創出していき

ます。 

 

 

 

 

 

【就労センター】 

就労や社会参加活動等に関する支援を行いま

す。 

・就労等窓口相談及び職業紹介（通年） 

・個別カウンセリング（随時） 

・再就職支援セミナー （2 回/年） 



4 

 

基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 
ために、就労相談や

セミナーを実施し、

就労につなげていく

ことはもちろんのこ

と、地域貢献にも興

味のある人を含めて

幅広く役割づくりを

支援します。 

・個別カウンセリング（原則毎水曜日 48 回/

年） 

1 月末現在/40 回実施 

・予約制再就職支援セミナー （４回/年） 

1 月末現在/3 回実施 延 152 人参加・残 1 回 

・予約制面接会「合同・入替 各２回」（4 回/年） 

1 月末現在/各 3 回実施 延 158 人参加 

・就労出張相談会（6 回/年）延 28 人参加 

令和 7 年度の前記各事業については、当該事

業に参加する求職者等の参加を更に促進する

ため、講師や内容・回数など、実施方法を見直

し検討を行い、実施します。 

 

・合同就職面接会（合同２回） 

・就労出張相談会（３日×2 回/年） 

・社会参加活動等に関する情報提供（随時） 

 

地域で居場所

づくりをする

人や機会が数

多 く い る （ あ

る）。 

取組 4：居場所を提供

する団体などを支援

し、人が集う機会や役

割を増やそう。 

・居場所の確保や運

営スタッフの確保に

困った時には、大田

区社協のさまざまな

ネットワークを駆使

し、活動が継続でき

る よ う に 支 援 し ま

す。 

 

・大田区社協の持つ

広報手段を活用し、

団体の活動ＰＲを支

援します。 

 

・新たに居場所づく

りに取り組みたい団

体や個人からの相談

に応じ、支援します。 

 

・さまざまな助成金

に関する情報を提供

するなど、活動の継

続を支援します。 

・地域福祉活動団体

支援事業やつどいの

場支援事業を通じて

居場所を運営する団

体を支援します。 

 

・「歳末たすけあい・

地域ふれあい募金」

を活動団体支援のた

めに活用します。 

 

・地域福祉コーディ

ネーターによる地域

づくり支援の一環と

して、居場所を必要

とする人を居場所に

つなげるだけでな

く、居場所の運営な

どの活動を、地域で

支える働きかけを行

います。 

 

・区内の居場所の情

報が必要な人に向け

てリストを作成し、Ｓ

ＮＳを含めたさまざ

まな手段による情報

発信を行います。 

【地域共生担当】 

令和６年度上半期(9 月末)の個別支援ケース

196 件に対して 11 件(6%)を参加支援ケー

スとして支援を実施しました。個別の相談から

お困りごとの解消だけでなく、地域の資源につ

ながり、地域の活動の場に参加し、現在は担い

手側として活躍されている方が複数います。 

 

【ボランティア担当】 

・地域福祉活動団体支援事業（通年６０・イベン

ト 11・トライアル6団体）、「つどいの場」運営支

援事業 104 団体（うち助成団体 75 団体）を

通して団体支援を行いました。 

 

・助成団体へ歳末たすけあい運動の街頭募金

への協力や「12/15 おおた広がれボランティ

アのつどい」の案内をし、参加がありました。 

令和７年度も、引き続き多様な地域福祉団体

の活動への支援（広報や団体運営、ボランティ

アや参加者の募集など、団体が抱える課題へ

の対応等）を地域福祉 co と連携しながら取り

組みます。 

 

・大田区こども食堂連絡会 

連絡会を年３回（６月、１２月、３月）、連絡会に

向けたコアメンバー会議を３回実施し、団体主

体のネットワーク化を図ってきました。区内の

団体数が 60 箇所を超え、立ち上げ支援・継続

支援を地域福祉 co と連携して行いました。活

動内容が多様化しているなか、令和７年度も引

き続きこども食堂運営者と関係機関等が大田

区の目指すべきこども食堂について、皆で議

論を重ねていきます。 

【地域共生担当】 

地域福祉コーディネーターの活動の中で、居場

所の立ち上げ等に携わるとともに、個別支援

で関わった方を公的なサービスのみならず、居

場所につないでいくことで、支援されるだけで

なく、支援する側へ回れる機会を提供していき

ます。 

 

【ボランティア担当】 

・地域福祉活動団体支援事業（通年・イベント・

トライアル）、「つどいの場」運営支援事業 

６月に審査会を実施し、助成団体を決定しま

す。また、助成を受けた団体同士の横のつなが

りづくりにも着目し、情報交換等をする機会を

設けることで、団体の活動の拡がりと課題解決

に向けた取組が共にできるよう働きかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大田区こども食堂連絡会 

連絡会規約を基に幹事団体を選出し、幹事団

体を軸に連絡会の運営を行っていきます。 

また、多様化するこども食堂の運営や課題を

連絡会の中でどのように解決していくか、団体

と行政・専門機関等を交えて検討していきま

す。 



5 

 

基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

3 

身近なところでさ

さえあうまち 

 

ひとりで悩ま

ずに 、相 談す

ることができ

る場所（人）が

ある（いる）こ

とを知ってい

る。 

取組 5：地域の中には

気軽に相談できる場

所（人）がある（いる）

ことを知り、ひとりで

悩んでいる人がいた

らそのことを伝えよ

う。 

・地域の身近な相談

窓口である民生委

員・児童委員の活動

を、住民の皆さんに

幅広く知っていただ

けるよう、大田区社

協において周知や支

援活動を行います。 

 

・民生委員・児童委

員をはじめ地域の

方々から、大田区社

協に寄せられた相談

を受けとめ、関係機

関との調整を行いま

す。 

 

・困りごとを抱えた

人の支援方法につい

て、関係機関などと

一緒に考え、チーム

で支えていかれるよ

うな体制づくりを行

います。 

・地域の人からの困

りごとを受けとめ、

専門機関につなげま

す。 

 

・進学の際の受験費

用や塾代など、また

は学費などについて

お困りの人の相談を

受け、支援します（受

験生チャレンジ支援

事業など）。 

 

・生活の困りごとの

相談を受け、支援し

ます（生活福祉資金

貸付事業）。 

 

・地域のイベントに参

加する際は地域福祉

コーディネーターに

よる相談ブースを設

け、大田区社協の存

在と役割を知っても

ら え る よ う 努 め ま

す。 

【地域共生担当】 

困りごとを抱える方を専門機関につないだ割

合は 51%となっています。今後は地域福祉コ

ーディネーターの専門性の向上を図るべく、研

修やコンサルテーションの実施や専門機関との

相互理解を推進するための場づくりを推進し

ていきます。 

 

【生活相談担当】 

・受験生チャレンジ支援貸付事業では、令和７

年１月末日現在、貸付相談件数 2,774 件（貸

付決定件数 511 件）、償還免除等相談件数

463 件（償還免除承認件数 522 件）の相談に

対応しました。 

・生活福祉資金貸付事業では、令和７年 1 月末

日現在、貸付相談件数 3,465 件（貸付決定件

数 92 件）、償還等相談件数 1,056 件の相談

に対応しました。 

・本貸付事業の相談者や借受人は、複合的な課

題を抱えており、貸付だけでは課題解決に至ら

ない世帯も多く、地域福祉コーディネーターや

食料支援、ほほえみごはん事業、就労支援等の

社協内の他部署との連携や、生活福祉課や

JOBOTA 等関係機関との連携のもと相談支

援に取り組みました。 

・令和７年度も、さらなる連携体制の構築に向

け、関係機関等との情報共有会議や勉強会等

を定期開催し、区民の生活課題・福祉課題解決

につながるよう支援します。 

 

【地域共生担当】 

地域の人からの困りごとを受け止める活動と

ともに、地域福祉コーディネーターだけが受け

止める体制から、地域の方と共に考え、取り組

める仕組みの検討を行い、より多くの相談が早

期に相談できる体制づくりに取り組みます。 

 

 

【生活相談担当】 

・貸付事業の相談窓口という役割を活用しなが

ら、引き続き、広く区民の生活課題・福祉課題

を受け止め、解決につながる相談支援を行い

ます。 

・社協内他部署や関係機関を横断した相談支

援を展開していくため、関係機関等との連絡

会・勉強会を定期的に開催し、生活困窮者支援

に関わる担当者とのさらなる連携強化を図り

ます。 

・教育支援資金（生活福祉資金）や受験生チャレ

ンジ支援貸付事業貸付金の借入相談者に対し

ては、家庭における経済的な理由が子どもの

進学への妨げとならないよう本貸付金の手続

きに加え、他の給付金、助成金及び奨学金等関

連施策への橋渡しを行います。 

・計画的な研修受講等により、相談員の相談対

応力の向上に努めます。 

身近な人の困

りごとに心を

寄せつつ互い

に支えあって

いる。 

取組 6：ボランティア

活動や企業などの地

域貢献活動を通じて、

地域の中の困りごと

を受けとめ、みんなで

支えあおう。 

・地域の中にある生

活課題を、地域全体

として受けとめ、そ

れぞれがどのような

ことができるかを一

緒 に考え ていき ま

す。 

 

・一つの団体で解決

が難しい課題につい

ても、地域のネット

ワークを活かしなが

ら、複数の団体や企

業などと一緒に解決

に向けて取り組める

ように、調整を行い

・ボランティア活動

を行いたい人の相談

に応じ、活動ができ

る よ う に 支 援 し ま

す。 

 

・気軽にできるボラ

ンティア活動（使用

済み切手整理など）

や地域貢献活動（フ

ードドライブなど）の

プログラムをつくっ

ていきます。 

 

・地域貢献活動を行

いたい団体や企業の

【地域共生担当】 

地域課題を住民同士で話し合う場をつくるプ

ラットフォーム事業の拡充・継続をしています。 

また、社会福祉法人協議会と連携した居場所・

イベントを実施しました(３地区)。 

重層的支援会議のケースから、地域支援に展

開を図っている事例があり、今後取り組んでい

きます。 

 

【ボランティア担当】 

・夏！体験ボランティア事業 

区内の文化施設とも連携して新たなプログラ

ムを充実させ、163 名（延べ 261 名）の区民

がボランティア活動に参加されました。 

令和７年度もプログラムを充実させ、多様な活

動と出会いの機会をつくります。 

【地域共生担当】 

地域課題を住民同士で話し合う場をつくるプ

ラットフォーム事業の継続・拡充を行います。 

プラットフォーム事業以外でも、住民同士が話

し合える場の設定や仕組みづくりについて検

討していきます。 

 

 

 

【ボランティア担当】 

・夏！体験ボランティア事業 

区内の文化施設と共同し新たなプログラムを

創出するとともに、様々な福祉施設、活動団体

と共にプログラムを充実させ、区民が地域の課

題に共に取りくみ考える機会をつくっていきま

す。 
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基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

ます。 相談に応じ、活動を

支援していきます。 

 

・地域貢献活動を行

う団体や企業につい

て幅広く周知し、さ

らに地域貢献活動が

広がるよう、周知や

啓 発 に取 り組み ま

す。 

 

・おおたフード支援ネットワーク事業 

新たに区内のスーパー５か所、調布地区の地域

包括支援センター５カ所で常設型フードドライ

ブが始まりました。これによって、地域包括支

援センターから調布地区のこども食堂への食

料品の引渡しという流れができ、専門機関と地

域団体のつながりが広がりました。大田区社会

福祉法人協議会調布エリアにて、食料品の配布

とカフェスペースで身近な相談を聞くというフ

ードパントリーイベントを開催しました。（８

月、・１２月）大田区社会福祉法人協議会大森エ

リアで開催された「こころ彩るほくほく祭り in

大森」のイベントに、フードパントリーコーナー

を設置しました。（１０月） 

令和７年度は企業の地域貢献活動（CSR）の一

環としてフードドライブを実施する企業を増や

し、フード支援を通じたネットワークを拡充して

いきます。 

 

・企業の地域貢献活動推進事業 

ＣＳＲ活動の新規相談は１２社、ＣＳＲ活動の新

規支援は７社でした。「おおた企業ボランティア

連絡会」の立ち上げには到っていませんが、大

田区社協とつながる企業は少しずつ増えてい

ます。令和７年度は、このつながりをさらに拡

充していきます。 

 

・ボランティア活動推進事業 

地域のネットワークづくりのきっかけとなるボ

ランティア活動への参加意識啓発のため、新た

に 「 お お た 広 が れ ボ ラ ン テ ィ ア の つ ど い

2024」を開催し、160 名の参加がありまし

た。（１２月）令和７年度も年一回の開催を予定

し、ボランティア活動について幅広く周知しま

す。 

 

・机に座ったままで気軽に参加できるボランテ

ィア活動、SDGs へつながるボランティア活動

として新しく「新聞紙（古紙）エコバックづくりボ

ランティア」を毎月開催しました。完成した新聞

紙エコバックは、こども食堂にお渡し、お菓子

などを入れてこどもたちへお渡しする流れが

できました。 

令和７年度は、夏ボラのメニューにも追加し、

活動の輪を広げていきます。 

・おおたフード支援ネットワーク事業 

常設のフードドライブの拠点が増えています

が、臨時のフードドライブ事業も継続して行い

ます。また、フードドライブ～フードパントリー

までを一貫して行う地域も出てきており、企業

の地域貢献活動の一環として行うフードドライ

ブもその輪を広げつつあります。そのような中

で、地域や企業が地域住民と食を通じて繋が

り合うしくみづくりをこれまで以上に推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業の地域貢献活動推進事業 

令和６年度は、CSR 活動に取り組む企業４０社

と連携・協力し、社内フードドライブを実施しま

した。令和７年度は、実施する企業をさらに増

やし、フード支援につなげ、企業の地域貢献活

動を推進します。 

 

 

・ボランティア活動推進事業 

「おおた広がれボランティアのつどい２０２６」

の開催を目指して、活動者とともに実行委員

会を立ち上げます。実行委員の公募の方法と

してセンターにつながる活動者を対象に「ボラ

ンティアのつどい２０２５」を 1 回開催し、活動

者のスキルアップを図るとともに活動者同士

の交流と繋がりを広げます。 
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基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

4 

お互いを認めあい

誰もが自分らしく

暮らせるまち 

 

一人ひとりの

生き方を理解

し合っている。 

取組 7：地域で暮らす

さまざまな人たちへ

の理解を深めるため

に福祉学習に参加し

よう。 

・教育現場における

福祉学習にとどまら

ず、地域共生社会の

実現に向けて、世代

や分野を超えた幅広

い視点において、多

様性の理解を深める

機会を作ります。 

 

・さまざまな団体で

実施している学習会

などを広く周知し、

多くの人が参加でき

るようにします。 

・福祉学習の進め方

やプログラムの内容

などについてアドバ

イスし、スムースに実

施できるよう支援し

ます。 

 

・福祉学習の実施に

必要となる、講師の

紹介や協力団体との

マッチング、物品の

貸し出し（福祉体験

用具など）を行いま

す。 

 

・地域で暮らす外国

人の支援について、

身近な地域の中で話

しあう場をつくりま

す。 

 

・未来を担う小・中・

高校生や若者への福

祉教育を推進し、障

害者をはじめ多様な

人たちへの理解が深

ま る よ う 支 援 し ま

す。 

【ボランティア担当】 

・夏！体験ボランティア事業 

教育機関や若者サポートセンター、学習支援団

体とも連携しながら広報を強化し、小学生～大

学生まで計１３４名の方に参加いただきまし

た。 

令和７年度も教育機関との連携を継続し、オリ

エンテーションを充実させ、豊かな体験と学び

の機会を創出します。 

 

・福祉学習 

新たに地域共生担当と共にチームを作り、年度

初めに、取り組みの現状と今年度のスケジュー

ルを確認しました。福祉体験学習の支援を８回

実施（小学校７回、中学校１回）する中で、いく

つかの団体とつながり、地域住民、福祉の専門

職とともに福祉教育プログラムを実施しまし

た。メニュー表の作成については、現在、作成

途中です。 

引き続き学校を中心とした実践を広げ、大田

区における福祉教育の理念を確立できるよ

う、しくみを作ります。 

 

【地域共生担当】 

ボランティア担当と連携し、担当職員を配置し

て福祉学習に取り組みました。今年度はひとつ

の学校と地域住民等と連携し、福祉教育のプ

ログラムを実施しました。引き続きボランティ

ア担当と共に学校を中心とした実践を広げ、大

田区における福祉教育の理念を確立できるよ

う、しくみを作ります。 

 

 

 

 

 

【ボランティア担当】 

・夏！体験ボランティア事業 

教育委員会と連携し区内の公立小中学校への

広報を強化します。また、参加者向けのオリエ

ンテーション動画を作成し、参加者が充実した

ボランティア学習に取り組めるようサポートし

ていきます。 

 

 

 

・福祉学習 

学校を中心に実践の場を増やし、学習のプロ

グラムを進めるにあたっては、より多くの地域

の団体、地域住民、福祉の専門職と協働しなが

ら、大田区における福祉教育の理念を確立で

きるよう、しくみを作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

【地域共生担当】 

ボランティア担当と連携し、様々な方と協力す

る福祉教育プログラムの作成に取り組みます。 

また、学校以外の場での福祉教育の取り組み

についても検討していきます。 
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基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 

判断能力の低

下などに関わ

ら ず 、 す べ て

の人が地域の

中で自分らし

く 生 き て い

る。 

取組 8：障害や認知症

などの有無にかかわ

らず、誰もが自分らし

く生きられるよう、権

利擁護の推進をはじ

めとした支援につい

て理解しよう。 

・地域で暮らす方々

が、自分らしい生活

を継続するために、

複雑な困りごとを抱

えていても、地域の

中でサポートできる

連携ネットワークを

つくります。 

 

・権利擁護の研修や

事例検討会などを通

して、関係機関との

顔の見える関係をつ

くり、チーム支援をし

やすい体制づくりを

行います。 

 

・「親なきあと」の取

組について、親の不

安や悩みに寄り添い

ながら、老いじたく

講演会や親なきあと

講演会などを一緒に

企画します。 

 

・市民後見人や地域

で意思決定支援に携

われる人材の育成や

支 援 に取 り組み ま

す。 

・成年後見制度推進

機関として、障害や

認知症により権利が

損なわれないよう成

年後見制度や地域

福祉権利擁護事業

の周知啓発を行い、

関係機関と連携して

制度の利用に関する

相談支援を行いま

す。 

 

・福祉法律相談など

住民の権利が守られ

るよう法律の専門家

に気軽に相談できる

場をつくります。 

 

・［地域版］老いじた

くセミナーなど、専

門職団体や行政機

関と共同して、権利

を守るための研修会

を実施します。 

 

・中核機関として権

利擁護支援検討会

議を開催し、個々の

ケースに応じた支援

が実施できるよう、

各機関・福祉事業者

が専門家からのアド

バイスを得られる機

会をつくります。 

 

・親族後見人の悩み

な ど を 共有し な が

ら、後見人としての

活動をサポートしま

す。 

 

・民生委員・児童委

員協議会や自治会・

町会などの集まりな

ど、地域の身近な場

において、老いじた

【おおた成年後見センター】 

・老いじたくの推進 

5 月 28 日、各特別出張所と包括支援センタ

ー職員向けに、地域版老いじたくセミナー説明

会を開催し、老いじたくへの共通理解を図りま

した。 

また、区民向けに、老いじたくセミナー（６地

区）と 10 月 25 日に老いじたく講演会を開催

し、老いじたくの必要性の理解と始めるきっか

けとなるよう取り組み、延べ３４５名の参加が

ありました。 

老いじたくへの関心はますます高まってお

り、より分かり易い内容となるよう、詳細版の

パンフレット改訂をすすめています。 

 

・親なきあと講演会 

11 月 5 日、障害児者親の会、11 月 15 日、

区内福祉施設と地域包括支援センター並びに

社協三者が連携し、保護者向けに講演会を開

催しました。3 月にも区内福祉施設利用者の保

護者向けに実施予定です。 

令和 7 年度も、区内障害施設等へ広く呼び

かけ、親なきあとと親自身の備えにつなげて

いきます。 

 

・市民後見人活躍支援等 

 令和 6 年度は、専門職が受任しているケース

から市民後見人へのリレー実績は２件（他準備

中 1 件）です。 

市民後見人サポート連絡会では、専門職

各々のサポート内容や課題等の共有を図り、一

定のサポートがなされるよう、意見交換等を行

いました。 

また、市民後見人とぱあとなあ東京との意

見交換の場を設定し、顔の見える関係づくりに

取り組みました。 

令和 7 年度は、市民後見人養成講習（基礎講

習）のあり方を見直し、「地域共生社会の実現

に向けた意思決定支援」について広く区民に関

心を持っていただくために周知啓発の機会を

拡充します。 

 

・出前講座 

地域包括支援センター8 地区、地域福祉課３

件、その他地域団体等 11 件の依頼に応じ、老

いじたくの推進や成年後見制度等の正しい理

【おおた成年後見センター】 

・権利擁護の地域連携ネットワークづくり 

 一人ひとりの意思が尊重され、権利が擁護さ

れる地域づくりを推進、強化するための「地域

連携ネットワーク強化部会」を年２回開催予定

です。 

 また、日常的な金銭管理を行う新たなしくみ

を検討するための「金銭管理勉強会」について

も 7 月と 12 月に開催予定です。 

 

・老いじたくの推進 

身近な地域において、老いじたくに役立つ知

識等を、弁護士が講師となって説明する「地域

版老いじたくセミナー」を特別出張所等と連携

し、６地区で実施します。 

また、令和６年度に改定した老いじたくパン

フレットを通じて、前向きに安心して暮らすた

めの備えを提案していきます。 

 

・親なきあとの取り組み 

 障害者団体のみでなく、区内障害者施設・保

護者会とともに講演会等を企画します。6 月以

降に実施予定です。 

 

・受任調整支援の検討 

 適切な後見人等の選任・交代に向けた受任調

整支援のしくみづくりを検討していきます。 

 

・権利擁護支援の推進（「市民後見人の育成・活

躍支援」「出前講座」など） 

地域のなかに、権利擁護支援への意識の醸

成を図るために、社会貢献型後見人養成研修

の基礎講習のあり方を見直します。自身に合っ

た活動につながるだけでなく、地域への理解や

関心が深まるよう、２つのコースからの選択制

とし、地域福祉活動への参加や協力について

も呼びかけていきます。 

また、自治会・町会等をはじめとする地域団体

や、福祉従事者が企画する成年後見制度や老

いじたくの講座に職員を講師として派遣しま

す。  
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基本目標 
5 年後の地域

の姿 
取組 

５年後に向けてみんなと一緒にできる

こと 

 

 

令和６年度の主な取組の進捗状況と 

令和７年度に向けての取組の方向性 

令和７年度の主な取組 大田区社会福祉

協議会が一緒に

取り組むこと 

大田区社会福祉

協議会だからこそ

できること 
くや成年後見制度に

ついての出前講座を

行います。 

解につながるよう取り組みました。 

令和 7 年度も、各関係機関と連携していきま

す。 


